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平成 18年度第 1回帯広市健康生活支援審議会 地域医療推進部会 議事録 

 

日時：平成 18年 8月 25日（金）午後 7時 30分 

場所：市役所 10 階 第 2会議室 

 

●会議次第 

１ 開会 

２ 部会長選出 

３ 副部会長選出 

４ 会議 

（１）前回会議の議事録確認 

（２）第 3期地域福祉実践計画について 

（３）その他 

①帯広市の救急医療体制について（説明） 

②次回開催について 

５ 閉会 

 

●出席委員（委員 9名中 5名出席） 

有田委員、渡邊委員、高橋委員、斉藤専門委員、長久専門委員 

 

●議事内容 

○事務局 

開会に先立ちまして、審議会委員の改選後はじめての専門部会ということですので、

あらためて、自己紹介をお願いします。 

出席委員自己紹介（渡邊委員、高橋委員、有田委員、斉藤専門委員、長久専門委

員） 

次に、当専門部会を担当いたします保健課職員の自己紹介をさせていただきます。 

職員自己紹介（菅原館長、山口課長、野澤課長補佐） 

 

○事務局 

それでは、ただいまから、第 1回地域医療推進部会を開会いたします。 

本日は、委員 9名中 5名の皆様のご出席をいただいており、本日の部会は成立して

おります。 

これより、部会長が選出されるまで、菅原館長が、進行役を務めさせていただきま

す。 

 

○菅原館長 

それでは、誠に恐れ入りますが、部会長が選出されるまでの間、私が進行役を務め

させていただきます。 

早速ですが、次第の 2 部会長の選出をお願いしたいと思います。 

部会長の選出につきましては、審議会規則第 3条第 4項により専門部会の委員の中
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から皆様の選挙によるものとなっております。 

早速でありますが、部会長の選出方法をどのようにしたらよいかお諮りいたします。 

 

○委員 

指名推薦でいかがでしょうか。 

 

○菅原館長 

ただいま斉藤専門委員から、指名推薦のご提案がございましたが、そのようにして

よろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

（異議なしの声） 

 

○菅原館長 

それでは、どなたか、指名推薦をお願いいたします。 

 

○委員 

当部会は、地域医療に関わる専門部会ですので、医師会の副会長の堀先生にお願い

したらどうかと思います。 

 

○菅原館長 

ただいま掘委員を部会長に指名するご意見がございました。 

他になければ、部会長に堀委員になっていただくといことで、よろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

（異議なしの声） 

 

○菅原館長 

ご異議なしということなので、部会長は、堀委員と決定させていただきます。 

あいにく、堀委員が欠席されておりますので、後日、決定された旨、私どものほう

から通知させていただきます。 

次に、次第 3 副部会長の選出ですが、審議会規則第 3条第 6項により、副部会長

は部会長の指名により選出することとなっております。 

部会長が欠席されておりますので、副部会長につきましては、次回の当部会で指名

させていただくということで、ご了承をいただきたいと思います。 

この後の議事進行につきましては、本来であれば部会長または副部会長に進めてい

ただくわけでございますが、お二人ともいらっしゃらないということなので、ここで

仮議長を選出していただき、進行をお願いしたいと思います。 

このように取り計らってよろしいでしょうか。 

○委員全員 

（異議なしの声） 
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○菅原館長 

ご異議なしということなので、それでは、仮議長を選出していただいて進めたいと

思いますが、仮議長の選出についてどのようにしたらよいか、お諮りいたします。 

 

○委員 

指名推薦でいかがでしょうか。 

 

○菅原館長 

ただいま、斉藤委員から指名推薦のご提案がございましたが、仮議長の選出は、指

名推薦によるものとしてよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

（異議なしの声） 

 

○菅原館長 

それでは、指名推薦をお願いいたします。 

 

○委員 

有田委員にお願いします。 

 

○菅原館長 

有田委員を推薦するというご発言がございました。 

このように決定してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

（異議なしの声） 

 

○菅原館長 

それでは、仮議長を有田委員にお願いいたします。 

早速ですが、仮議長席に座っていただきまして、ご挨拶をいただいた後に、議事の

進行をお願いしたいと思います。 

 

○議長 

（挨拶） 

それでは、会議に入らせていただきます。 

まず、前回会議の議事録がお手元にあると思います。 

これをはじめて見る方もいると思います。 

 

これは、前回の会議での内容が書かれており、公開されることとなりますので、こ

の場でご確認いただきたいと思います。 
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何かご質問などがあれば、お願いします。 

 

○議長 

特になければ、議事録はこのとおりとしてよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

（異議なしの声） 

 

○議長 

ご異議なしということで、ご了承いただきました。 

次に、第 3期地域福祉実践計画を議題とします。 

事務局のほうから説明をお願いします。 

 

○事務局 

先ほどの審議会の場で、説明がありましたけれど、各専門部会での意見があれば取

りまとめることとなっております。 

なお、本日配布の資料と説明では、本日すぐにご意見などをいただくのは難しいと

思いますので、今後、何か気のついた事項等があれば、私どものほうに言っていただ

ければ、社会課を通じて、社会福祉協議会へ伝えたいと考えております。 

 

○委員 

第 3期帯広市地域福祉実践計画概要の 3ページ、「8 計画の構成」の中に『現状分

析課題』とありますが、本日配布資料のどこの部分をさすのでしょうか。 

 

○事務局 

本日配布資料にはありません。これは、計画の構成を表したものとなっています。 

 

○委員 

通常は、具体的な現状分析・課題がはっきりしないで、基本目標をたてることはで

きないと思います。 

 

○議長 

本日の資料にはありませんが、現状分析・課題に関する資料はあると思いますので、

後日資料として提出するよう、事務局で調整をお願いします。 

他にありませんか。 

特になければ、次に、その他「帯広市の救急医療体制について」に議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

 

○事務局 

本日お配りしております資料にそって、帯広市の救急医療体制につきまして、ご説
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明させていただきます。 

救急医療体制は、資料にありますとおり一次、二次、三次救急と区分整備しており

ます。 

一次救急は、初期診療あるいは応急手当を行い、また、入院等が必要な救急患者を

二次救急施設へ転送する機能を担っております。 

二次救急は、入院治療を必要とする重症急病患者に対する医療を担当します。 

三次救急は、二次救急施設では対応できない重篤な救急患者に対する高度な医療を

担当します。 

救急医療体制は、夜間及び休日等における医療を担当しております。 

資料中、一次救急の夜間急病センターは毎日 21時から翌日 8時まで、また、帯広

市医師会で実施しています在宅当番は毎日 19時から 21時までを内科小児科 1院で、

休日当番は日曜休日、年末年始の 9時から 17時までを外科 1院、内科小児科 2院、

産婦人科 1院の体制となっています。 

なお、一次救急施設の情報提供につきましては、夜間急病センターと休日当番につ

きましては、新聞等で掲載してお知らせしておりますが、在宅当番につきましては、

毎日医師会から市の消防本部に連絡されることとなるため、事前の住民周知は行えな

い状況にあります。ただし、平成 16年 5月から、急病テレホンセンターを市の事業

として実施し、このセンターで当日の在宅当番施設の情報を得ることができることと

なっております。 

二次救急は、厚生病院、協会病院、第一病院の 3 施設の輪番で実施し、平日は 17

時から翌日 9 時まで、土曜日は 13 時から翌日 9 時まで、日曜休日、年末年始は 24

時間の体制となっています。 

三次救急は、厚生病院にあります救命救急センターで実施し、毎日 24 時間の体制

となっています。 

次に、資料 2ページにあります歯科関係につきましてご説明させていただきます。 

まず、休日等歯科診療事業につきましては、日曜休日等の 9時から 16時まで、十

勝歯科保健センターで、歯科救急患者に対応、実施しております。 

次に、心身障害者歯科治療事業は、当初、十勝歯科医師会がはじめた事業であり、

重度心身障害者に対する歯科治療サービスで、障害者福祉の観点から市として財政支

援している事業であります。 

 

○議長 

二次救急の輪番制事業に関する財政上の変更点があったと思いますが、その点につ

いて、説明してください。 

 

○事務局 

平成 17 年から、国庫補助制度となっていた輪番制事業の補助金が、国の三位一体

改革により、地方へ税源移譲されたが、その額が以前の補助金額の 8割程度とされた

ため、本市の財政も厳しい時期であることから、財源確保などの検討を現在行ってい

る。 
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○議長 

救急体制の時間の抜けているところなどは、なかったでしょうか。 

 

○事務局 

通常、医療機関は 17時までが診療時間となっており、在宅当番が 19時からという

ことで、17時から 19時までが時間が空いていることになりますが、診療所により 17

時以降も診療時間としているところもあることから、急病テレホンセンターで情報提

供することを了解した診療所をお知らせしており、また、個々人でかかりつけ医にか

かる場合も考えられることから、17時から 19時までの体制は整っていると市として

は考えています。 

 

○議長 

帯広市の救急医療体制について他に質問がなければ、次に、次回開催について事務

局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

次の審議会が本年 11月頃を予定しているということでした。 

当専門部会の開催は、今回も含めて多くとも年 3回程度を考えています。 

現時点では、お諮りする具体的な議題がみあたらないことから、11 月以降での日

程を考えていますが、部会長をはじめ皆様の日程を確認、調整した上で決定したいと

考えています。 

 

○議長 

次回開催日程につきましては、後日事務局から連絡があるものとします。 

他に、何かご質問等があればお受けいたします。 

事務局から、何かありますか。 

 

○事務局 

ありません。 

 

○議長 

それでは、本日の地域医療推進部会は、これで閉会といたします。 

長時間お疲れさまでした。 


